
別表１ 

適用条項 内   容 対象となる固定資産 固定資産の要件 
減 免 

割 合 
摘   要 

市税条例 

第５ １条第１項 

第１号 

 徴収の猶予，納

期限の延長等によ

っても納税が困難

であると認められ

る者に対する救済

措置。個々の納税

者の担税力に着目

し，真にその能力

が薄弱な者に限り

減免する。 

１ 生活保護法の規 

定による生活扶助 

を受けている者が 

所有する固定資産 

 全 額 生活扶助以外の扶助に

係る者については，個々

の実情による。 

２ 生活困窮のため

私的な扶助を受け

る者で，第１項との

均衡上特に必要と

認められる者が所

有する固定資産 

  全 額 私的な扶助とは，親族

等から仕送りを受けてい

る者で，その事実が調査

等により認められ，仕送

りを含めた同一世帯内の

収入見込額の合計額が生

活保護費支給基準額の概

ね 1.2 倍以下のものをい

う。 

３ １または２に該

当し，減免を認めら

れた者（減免対象

者）が共有となって

いる固定資産 

 減免対

象者の

持分の

全 額 

民法第４４１条ただし

書きの規定に基づき，他

の共有者が減免対象者の

持分の減額を申し出た場

合に限る。（様式６） 

第５１条第１項 

第２号 
 公益性または公

共性に着目して減

免するもので教育

文化の向上，福祉

の増進等広範囲に

わたり地域住民に

貢献すると認めら

れる固定資産であ

って原則として有

料で使用されるも

のを除く。 

１ 町会会館等  町会（函館市町会交付

金交付要綱第２条に規定

する町会）が設置する会

館および所有する土地

で，専ら公共的施設の用

に供するもの 

全 額  

２ 公衆浴場  公衆浴場の事業の用に

供するもの 

３分の

２ 

S55.1.22 自治固第３号 

H 2.4. 1 自治固第 21 号 

H 7.4. 1 自治固第 15 号 

H10.4. 1 自治固第 15 号 

H12.4. 1 自治固第 24 号 

３ 開放型病院等  医師または歯科医師を

会員とする公益社団法人

または一般社団法人が所

有し経営する病院，診療

所（臨床検査を，その主た

る業務とするものに限

る。）または臨床検査施設

で，当該病院診療所また

は臨床検査施設が当該法

人と雇用関係にない医師

または歯科医師の利用の

ために開放され，かつ利

用されるもので，医師ま

たは歯科医師を対象とす

る医学および医術水準の

向上に関する事業または

研修および再教育に関す

る事業ならびに公衆衛生

活動に関する事業の用に

供するとともに診療報酬

または利用額が健康保険

法に規定する額以下であ

るもの 

全 額 S39.6.1 自治府第 54 号 

S41.8.9 自治府第 90 号 

４ 文化財等 ① 北海道文化財保護条 

例または函館市文化財 

保護条例に基づき指定 

された土地および家屋 

とその敷地で特に必要 

と認められるもの 

② 函館市都市景観条例 

全 額  



に基づき景観形成指定 

建築物等に指定された 

家屋で，特に必要と認 

められるもの 

③ 地方税法第 348 条第 

２項第８号の２に規定 

する家屋に準ずるもの 

として，函館市教育委 

員会が指定した家屋で 

特に必要と認められる 

もの 

５ 学校等  地方税法の規定により

非課税とされる者以外の

ものが知事の認可を受け

て設置する専修学校また

は各種学校において直接

教育の用に供するもの 

全 額  

６ 学校等の寄宿舎 地方税法の規定により

非課税とされる者以外の

ものが設置する寄宿舎

で，知事の認可を受けた

学校，専修学校または各

種学校に付設するもの 

全 額  

７ 幼稚園 地方税法の規定により

非課税とされる者以外の

ものが設置する幼稚園に

おいて直接保育の用に供

するもの 

全 額  

８ 看護師養成所 保健師助産師看護師法

第 21 条または第 22 条の

規定に基づくもの 

全 額  

９ 社会福祉法人が 

設置する病院等に 

付設する看護師寄 

宿舎 

社会福祉法人が設置す

る看護師寄宿舎で第二種

社会福祉事業の用に供し

ている病院に付設するも

の 

全 額  

10 児童遊園地 児童の心身の育成に寄

与するために設置した児

童遊園の用に供する土地

で管理者により維持管理

されているもの 

全 額  

11 老人福祉施設 老人の心身の健康の保

持に資するため，教育講

座，レクリエーションそ

の他に参加する事業の用

に供するもの 

全 額  

12 心身障害者施設 身体または精神に障害

を有する者の社会復帰，

自立厚生等を増進させる

目的を持つ公共的施設

で，直接本来の事業の用

に供するもの 

全 額  

13 中小企業の育成 

と振興に寄与する 

施設 

中小企業の健全な育成

と振興に寄与するための

公共的施設で，直接本来

の事業の用に供するもの 

全 額  

14 福利厚生施設 労働者の福利厚生事業

および訓練等その資質の

向上を推進するための施

設で，直接本来の事業の

全 額  



用に供するもの 

15 伝統的建造物で 

ある家屋の敷地等 

重要伝統的建造物群保

存地区内の伝統的建造物

である家屋等の敷地 

２分の

１ 

H10.4.1 自治固第 14 号 

H12.4.1 自治固第 22 号 

16 福利入浴援助事 

業を実施している 

公衆浴場 

市の指定を受けて福祉

入浴援助事業を実施して

いると認められる公衆浴

場の事業の用に供するも

の 

６分の

５ 

H10.4.1 自治固第 15 号 

H12.4.1 自治固第 24 号 

17 登録有形文化財 重要文化財以外の有形

文化財のうち，文部科学

大臣が登録有形文化財と

して登録した家屋 

２分の

１ 

H 8.8.30 自治固第 40 号 

H12.4. 1 自治固第 21 号 

18 土地区画整理事 

業の施行者が取得 

する保留地 

土地区画整理法第 104

条第 11項の規定により換

地処分の公告のあった日

の翌日に土地区画整理事

業の施行者が取得する保

留地 

全 額  

19 特定非営利活動 

法人の事業の用に 

供する施設 

特定非営利活動促進法

第２条第２項に規定する

法人（収益事業を行わな

いものに限る。）の直接本

来の事業の用に供する施

設 

全 額  



第５１条第１項 

第３号 

 市の全部または

一部の地域にわた

る天災その他の災

害により，固定資

産の価値が著しく

減じたと認められ

る場合 

１ 市の全部または 

一部の地域にわた 

る災害により被害 

を受けたもの 

                         

                         

農地または

宅地以外の

土地は，「農

地または宅

地」と同じ扱

いとする。 

 
損 害 の 程 度 減免割合 

農

地

ま

た

は

宅

地 

10 分の８以上 全額 

10 分の６以上 10 分の８未満 10 分の８ 

10 分の４以上 10 分の６未満 10 分の６ 

10 分の２以上 10 分の４未満 10 分の４ 

家

屋 

 全壊，流失，埋没等により家

屋の原形をとどめないときま

たは復旧不能のとき 

全  額 

 主要構造部分が著しく損傷

を受け，大修理を必要とする

場合で，当該家屋の価格の 10

分の６以上の価値を減じたと

き 

10 分の８ 

 屋根，内壁，外壁，建具等に

損害を受け，居住または使用

目的を著しく損じた場合で，

当該家屋の価格の10分の４以

上10分の６未満の価値を減じ

たとき 

10 分の６ 

 下壁，畳等に損害を受け，居

住または使用目的を損じ，修

理または取り替えを必要とす

る場合で，当該家屋の価格の

10 分の２以上 10 分の４未満

の価値を減じたとき 

10 分の４ 

 償却資産については家屋の場合に準じ

て減免する。 

第５１条第１項 

第４号 

 第１号から第３

号までに掲げるも

のに類する特別な

事情があり，かつ，

これらとの均衡上

市長が特に減免の

必要があると認め

るもの 

    

 


